
 令和６年度幡多広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況 

幡多広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 18 年条例第７

号）に基づき、令和６年度における人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表しま

す。 

 

１ 職員の任免に関する状況 

 （１）職員数の状況（各年４月１日現在 単位：人 △はマイナス） 

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、定数外の休職者、派遣職員なども含んでいます。また、会計年

度任用職員は除いています。 

 

（２）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在） 

 

２ 職員の給与費の状況 

（１）職員の給与費の状況（一般会計決算） 

区分 職員数 給与費 

給料 職員手当 期末勤勉手当 計 

６年度    人 

11 

千円 

39,759 

千円 

8,276 

千円 

16,806 

千円 

64,841 

 

 （２）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 7年 1月 1日現在） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 46.2 歳 321,383 円 383,262 円 

技能労務職 51.7 歳 249,433 円 283,247 円 

（注）１ 平均給与月額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

 

 

 

区 分 職 員 数（人） 
対前年増減数 主な増減理由 

所 属 令和５年度 令和６年度 

一般行政職（租税含む） ７ ８ １ １名採用 

技能労務職 ３ ３ ０ ― 

合 計 10 11 ０ １ 

区 分 20 歳未満 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～54 歳 55～59 歳 60 歳以上 計 

職員数 ０人 １人 １人 ４人 ０人 ２人 ３人 11 人 



 （３）期末手当・勤勉手当 

区分 幡多広域市町村圏事務組合 国 

令和６年度

支給割合 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

2.50 月分 2.10 月分 2.50 月分 2.10 月分 

加算措置の

状況 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～２０％ 

・管理職加算１０～２５％ 

 

３ 人事評価の状況 

 地方公務員法第 23 条の 2第 1項に基づき実施した人事評価の実施状況及び評価結果の昇給へ

の反映状況について記載しています。 

（1）昇給への人事評価の活用状況 

勤務成績 極めて良好 特に良好 良好 やや良好でない 良好でない 合計 

昇給幅 ８号給 ６号給 ４号給 ２号給 ０号給  

人 数 1 人 1 人 9 人 0 人 ０人 11 人 

構成比 9％ 9％ 82％ 0％ 0％ 100％ 

 

４ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間等 

勤務時間 
休憩時間 週休日 

１週間の正規の

勤務時間 開始時刻 終了時刻 

午前８時 30 分 午後５時 15 分 
午後０時から 

午後１時まで 
土曜日、日曜日 38 時間 45 分 

 

 （２）職員の休暇の種類 

   ア 年次有給休暇 

    年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は一の年において 20 日と

し、1日または 1時間単位で取得できます。（時間単位で取得した場合は、7時間 45 分で

1日取得とする。）また、20 日を限度として、翌年度に繰り越すことができます。 

イ 病気休暇 

    職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合に取得できます。（期間は医師の証明等に基づき必要最小限度の期間と

する。原則 90 日以内だが、結核性疾患は 1年以内、脳血管疾患、虚血性心疾患、肝臓疾

患、腎臓疾患、糖尿病､悪性新生物又は、精神性疾患にあっては、さらに引き続き 60 日

以内で延長することができる。） 

   ウ 特別休暇 

    災害その他の特別の事由により、職員が勤務しないことが相当である場合において以

下の特別休暇が取得できます。 



場合 期間 

１ 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その

勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 

必要と認められる期間 

２ 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、

地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しな

いことがやむを得ないと認められるとき。 

必要と認められる期間 

３ 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を

実施する者に対して登録申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、

父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申

出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむ

を得ないと認められるとき。 

必要と認められる期間 

４ 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献

する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。(1) 地

震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はそ

の周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援す

る活動(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として

身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病に

かかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であ

って市長が定めるものにおける活動(3) 前 2 号に掲げる活動のほ

か、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として

日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援す

る活動 

1 の年において 5日の範囲内でそ

の都度必要と認める日又は時間 

５ 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要

と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められ

るとき。 

結婚の日の 5日前の日から当該結

婚の日後 1月を経過する日までの

期間内における連続する 7日の範

囲内の期間ただし、社会通念上か

ら判断してやむを得ない事情でこ

の取得の延長を必要とするとき

は、人事担当課長と協議するもの

とする。 

６ 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

1 の年において 5日(当該通院等

が体外受精その他の市長が定める

不妊治療に係るものである場合に

あっては、10 日)の範囲内でその

都度必要と認める日又は時間 

７ 8 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産する予

定である女子職員が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

８ 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から 8週間を経過

するまでの期間（産後 6週間を経



過した女子職員が就業を申し出た

場合において医師が支障がないと

認めた業務に就く期間を除く。）

かつ、産前の休暇が 8週間（多胎

妊娠の場合にあっては、14 週

間）に満たなかった場合は、その

満たなかった日数を産後に休暇を

とることができる。 

９ 生後 1年に達しない子を育てる職員が、その生児の保育のため

に必要と認められる授乳等を行う場合 

1 日 2 回それぞれ 45 分以内又は 1

日 1回で 90 分以内の期間(男子職

員にあっては、その子の当該職員

以外の親が当該職員がこの項の休

暇を使用しようとする日における

この項の休暇(これに相当する休

暇を含む。)を承認され、又は労

働基準法第 67 条の規定により同

日における育児時間を請求した場

合には、1日 2回それぞれ 45 分

又は 1日 90 分から当該職員又は

請求に係る各回ごとの期間を差し

引いた期間を超えない期間) 

10 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。)の出産に伴い出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、

出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等の

ため勤務しないことが相当であると認められる場合 

職員の妻の出産に係る入院等の日

から当該出産の日後 2週間を経過

するまでの期間内における 5日

(再任用短時間勤務職員にあって

は 38 時間 45 分)の範囲内でその

都度必要と認める日又は時間(再

任用短時間勤務職員にあっては、

時間) 

11 職員の妻が出産する場合で、当該出産予定日の 8週間(多胎妊娠

の場合にあっては 14 週間)前の日から当該出産の日以後 1年を経過

する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始

期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないこ

とが相当であると認められるとき。 

5 日(定年前再任用短時間勤務職

員にあっては、38 時間 45 分)の

範囲内でその都度必要と認める日

又は時間(定年前再任用短時間勤

務職員にあっては、時間) 

12 9 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある子(配偶者

の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子

の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予

防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しく

は学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 20 条の規定による学校

の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその

1の年において 5日(その養育す

る 9歳に達する日以後の最初の 3

月 31 日までの間にある子が 2人

以上の場合にあっては、10 日)の

範囲内でその都度必要と認める日

又は時間 



子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のう

ち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しない

ことが相当であると認められる場合 

13 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該

世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 

1 の年において 5日(要介護者が 2

人以上の場合にあっては、10 日)

の範囲内でその都度必要と認める

日又は時間 

14 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族

の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当

であると認められるとき｡ 

親族に応じ、連続する日数(葬儀

のため遠隔の地に赴く場合にあっ

ては、往復に要する日数を加えた

日数)の範囲内の期間 

15 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後 15 年以内

に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認め

られる場合 

1 日の範囲内の期間 

16 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進

又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められ

る場合 

1 の年の 7月から 9月までの期間

内における、週休日、条例第 9条

の 3第 1項の規定により割り振ら

れた勤務時間の全部について超勤

代休時間が指定された勤務日等、

休日及び代休日を除いて原則とし

て連続する 3日の範囲内の期間 

17 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、

又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しな

いことが相当であると認められるとき。 

7 日の範囲内の期間で、その都度

必要と認める期間 

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出

勤することが著しく困難であると認められる場合 

必要と認められる期間 

19 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上に

おける身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと

認められる場合 

必要と認められる期間 

20 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 42 条の規定によりあ

らかじめ計画された能率増進計画の実施 

計画の実施に伴い必要と認める期

間 

21 女子職員の生理(生理日において勤務することが著しく困難であ

る者が請求した場合) 

必要と認められる期間。ただし、

2日を超えるときはその超える期

間については、第 14 条第 1項第

2号の規定による 

22 妊娠障害(妊娠中の女子職員が妊娠障害のため勤務することが著

しく困難である場合 

妊娠の期間中 7日を超えない範囲

内でその都度必要と認める期間 

23 妊産婦である女子職員の健康審査及び保健指導(妊娠中の女子職

員及び産後 1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和 40 年法律

第 141 号)第 10 条に規定する保健指導又は同法第 13 条に規定する健

妊娠満 23 週までは 4週間に 1

回、妊娠満 24 週から満 35 週まで

は 2週間に 1回、妊娠満 36 週か



康審査を受ける場合) ら出産までは 1週間に 1回、出産

から産後 1年まではその間に 1回

(医師等の特別指示があった場合

には、いずれの期間についてもそ

の指示された回数)について、そ

れぞれ、1日の正規の勤務時間等

の範囲内で必要と認められる期間 

24 妊娠中の女子職員の通勤緩和(妊娠中の女子職員が通勤に利用す

る交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると

認められるとき。) 

正規の勤務時間等の始め又は終わ

りにおいて、1日を通じて 1時間

を超えない範囲内でそれぞれ必要

とされる時間 

 

5 職員の分限及び懲戒処分の状況 

１ 分限処分者数  

分限処分とは、一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分の変動をもたらす

処分をいい、その処分としては、降任、免職、休職等があります。 

 

 

 

 

区分 降任 免職 休職 合計 

勤務成績不良の場合    0 

心身の故障の場合    0 

適格性の欠如の場合    0 

職制、定数の改廃、予算

の減少により廃職、過員

を生じた場合 

   0 

刑事事件に関し起訴され

た場合 

   0 

学術に関する調査事項の

調査、研究又は指導に従

事する場合 

   0 

水難、火災その他の災害

により、生死不明又は所

在不明となった場合 

   0 

合計 0 0 0 0 



２ 懲戒処分者数   

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務におけ

る規律と秩序を維持することを目的とする処分をいい、その処分として、戒告、減給、停職

免職があります 

処分理由 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合     0 

職務上の義務に違反し又

は職務を怠った場合 

    0 

全体の奉仕者たるに相応

しくない非行のあった場

合 

    0 

合計 0 0 0 0 0 

 

6 職員の服務の状況 

（1） 職員の年次有給休暇の月平均取得状況（各年度） 

 R6 年度取得日数 R５年度取得日数 

２日 ３日 

 

（2） 育児・介護休暇取得状況 

 育児休暇 介護休暇 

0 0 

 

（3） 営利企業等従事制限に係る許可の状況 

区分 申請件数 許可件数 

営利企業等の従事許可申請 1 件 1 件 

 

（4） 職務専念の義務免除承認申請の状況 

区分 申請件数 許可件数 

職務専念の義務免除承認申請 － － 

 

7 職員の退職管理の状況 

 令和５年度に退職した管理又は監督の地位にある職員の営利企業等への再就職はありません

でした。 

 

8 職員の研修の状況（令和６年度） 

区分 受講者数 

こうち人づくり広域連合主催 1 件 ２名 

その他 1 件 １名 



9 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1)健康診断の状況（令和６年度）  (2)公務災害補償の状況（令和６年度） 

区分 件数 

人間ドック ８件 

定期健康診断 ３件 

 

認定件数 うち公務災害 うち通勤災害 

０件 ０件 ０件 


